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資料1－1  

厚生科学書議会生活環境水道部会委員名簿  

（50音順、敬称略）  

氏  名   所 属   役 職   

臨時委員   相澤 好治   北里大学医学部長   

臨時委員   安藤 正典   武蔵野大学客員教授   

臨時委員   大井田 隆   日本大学医学部教授   

委  員   大垣 眞一郎   独立行政法人国立環境研究所理事長   

臨時委員   大澤 元毅   国立保健医療科学院建築衛生学部長   

臨時委員   大住 荘四郎   関東学院大学経済学部経済学科教授   

臨時委員   岡部 信彦   国立感染症研究所感染症情報センター長   

臨時委員   小笠原 紘一   全国簡易水道協議会技術顧問   

臨時委員   沖  幸子   フラオグルッペ株式会社代表取締役社長   

委  員   岸  玲子   北海道大学医学部教授   

委  員   坂上 恭助   明治大学理工学部教授   

臨時委員   佐藤 幸雄   全日本水道労働組合中央執行委員長   

臨時委員   佐野 真理子   主婦連合会事務局長   

臨時委員   瀬川 昌輝   （社）東京ビルヂング協会連合会監事   

臨時委員   津野   洋   京都大学大学院工学研究科教授   

臨時委員   中野 信博   （社）全国ビルメンテナンス協会理事   

臨時委員   永井 恵   大田区保健所所長   

臨時委員   古米 弘明   東京大学大学院工学研究科教授   

臨時委員   御園 良彦   （社）日本水道協会専務理事  



資料1－2  

生活環境水道部会について（開催経緯）  

○第1回 平成14年8月1日（木）  

【議事】（1）厚生科学審議会生活環境水道部会について  

（2）部会長の選出及び部会長代理の指名について  

（3）水道行政の最近の動向について  

（4）諮問について  

（5）その他  

【概要】  

事務局より最近の水道行政の動向（平成13年改正水道法含む。）について説明を行   

った。また、厚生労働大臣から厚生科学審議会会長宛に諮問された内容（世界保健機   

構（WHO）における飲料水水質ガイドラインの改訂の動き等を踏まえ、水質基準の   

見直し等を行うことについて）についてご了承を頂いた。  

○第2回 平成14年12月20日（金）  

【議事】（1）水質管理専門委員会の審議状況について  

（2）その他  

【概要】  

事務局より水質管理専門委員会の審議の進捗状況について報告を行い、水質に関す   

る基準の見直し等に係る基本的考え方（素案）、微生物に係る基準、化学物質に係る   

基準、水質検査方法、水質検査計画等についてご意見を頂いた。  

○第3回 平成15年3月11日（火）  

【議事】（1）水質管理専門委員会報告案について  

（2）その他  

【概要】  

事務局より「水質基準の見直し等について（案）」を説明し、基本的考え方、病原   

微生物に係る水質基準、化学物質に係る水質基準、水質検査方法、クリプトスポリジ   

ウム等の耐塩素性病原微生物対策、水質検査計画、簡易専用水道の管理及び34条機   

関のあり方、水質管理目標設定項目等の取扱い等についてご意見を頂いた。  

○第4回 平成15年4月28日（月）  

【議事】（1）水質管理専門委員会報告案について  

（2）その他  
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【概要】  

生活環境水道部会として「水道法第4条第2項の規定に基づき定められる水質基準   

の見直し等を行うことについて（報告）」を報告書としてとりまとめることについて   

ご了承を頂いた。  

○第5回 平成18年8月4日（金）  

【議事】（1）厚生科学審議会生活環境水道部会について  

（2）水道行政の最近の動向について  

（3）クリプトスポリジウム等対策について  

（4）水質基準の見直し等について  

（5）その他  

【概要】  

事務局より水道行政の最近の動向について説明を行った。平成15年の水質基準の   

見直しに関する答申を受け、事務局よりクリプトスポリジウム等の耐塩素性病原生物   

対策（案）及び水質基準の見直し等（案）（塩素酸に係る水質基準の設定など）につ   

いて説明し、ご意見をいただいた。  

○第6回 平成19年10月26日（金）  

【議事】（1）水質基準の見直し等について  

（2）水道施設の耐震化について  

（3）指定給水装置工事事業者制度について  

（4）その他  

【概要】  

事務局より水質基準の見直し等（案）（TOCに係る水質基準値の強化など）、水道   

施設の耐震性能基準の明確化、及び指定給水装置工事事業者制度の施行状況の評価・   

課題等について説明し、ご意見をいただいた。  

○第7回 平成20年12月16日（火）  

【議事】（1）厚生科学審議会生活環境水道部会について  

（2）水質基準の見直し等について  

（3）水道行政の最近の動向について  

（4）その他  

【概要】  

事務局よりTOCに係る水質基準の見直し等及び今後の水質基準等の見直しの方向  

性について説明し、ご意見をいただいた。  

2   



カドミウムに係る水質基準の見直し等について  

1．水質基準等の逐次改正について  

水質基準については、平成15年の厚生科学審議会答申において、最新の科  

学的知見に従い、逐次改正方式により見直しを行うこととされ、厚生労働省で  

は水道水質基準逐次改正検討会を設置し所要の検討を進めているところである。   

同検討会において、 平成20年12月16日厚生科学審議会生活環境水道部会  

以降、厚生労働科学研究による研究成果や食品安全委員会の健康影響評価等の  

知見等に基づき検討が進められ、新たな見直しの方向性が整理された。  

平成15年4月28日 厚生科学審議会答申（厚科審第5号）  

Ⅰ．基本的考え方－3．逐次改正方式 より  

水質基準については、最新の科学的知見に従い常に見直しが行われるべきであり、世   

界保健機関（WHO）においても、飲料水水質ガイドラインの3訂版では、今後ぼ1Rolling   

Revision一一（逐次改正方式）によることとし、従来のような一定期間を経た上で改正作業に   

着手するという方式を改めるとしている。  

我が国の水質基準においても、理念上は逐次改正方式によることとされているが、こ   

れを実効あらしめるためには、例えば、関連分野の専門家からなる水質基準の見直しの   

ための常設の専門家会議を設置することが有益である。  

・水道事業者等に遵守義務・検査義務有り（法§20、検  
査回数の減等について考え方を提示）   

・重金属、化学物質については浄水から評価値の10，i値  

＝〉を超えて検出されるもの等を選定   

・健康関連30項目＋生活上支障関連20項目  

・水質基準に係る検査等に準じた検査を要請（水道課長  

lニ、通知）   

・評価値が暫定であったり検出レベルは高くないものの  

水道水質管理上注意喚起すべき項目   

・健康関連15項目（農薬類102物質1項目を含む）  

＋生活上支障関連13項目  

水質管理目標設定項目   
（15年局長通知）  

要検討項目   

（15年審議会答申）  

恩  

・毒性評価が定まらない、浄水中存在量が不明等  

・全44項目について情報一知見を収集  

図 水質基準等の体系図  
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2．第7回厚生科学審議会生活環境水道部会で示された方向性  

水道法（昭和32年法律第177号）第4条第2項の規定に基づき定められる   

水質基準については、昭和33年に制定して以来、逐次改正を行ってきた。   

平成20年12月16日に厚生科学審議会生活環境水道部会を開催したとこ   

ろ、水質基準等に関連して以下の方向性が示された。   

（1）水質基準の見直しの必要性  

項 目   方  針   

銅   ● 食品安全委員会の食品健康影響評価結果として、   

現行基準：1．Omg／L   許容上限摂取量が9mg／人／日とされたことを踏  

まえ、飲料水からの銅の摂取が多いと考えられる  

銅製給水装置使用者を対象とした健康リスク評  

価等を行い、基準改正の必要性について検討を行  

フ。   

カドミウム及びその  ● 食品安全委員会の食品健康影響評価結果として、   

化合物   耐容週間摂取量を7〟g／kg体重／過とされたこと   

現行基準：0．01mg／L   を踏まえ、0．003mdLに見直し。  

．水質基準の改正について、食品安全委員会の意見  

を求める。  

・薬品、資機材、給水装置からの溶出に？いて解析  

を進める。   

（2）水質管理目標設定項目の見直しの必要性  

項 目   方  針   

1，1，2－トリクロロエタ  ・ 食品安全委員会の食品健康影響評価を踏まえ、評   

ン   価値を0．01mdLに見直し。   

現行目標：0．006mg／L  ・ 過去の検出状況や他の規制が存在することを踏  

まえ、水質管理目標設定項目から削除する。   

農薬類   ・ 食品安全委員会の食品健康影響評価を踏まえ、目  

標値を見直し  

イソプロチオラン ：0．04mg／L →0．3mg／L  

ジチオピル  ：0．008mg／L→0．009mg／L  

メフェナセット   ：0．009mg／L→0．02mg／L  

ブロモプチド   ：0．04mg／L →0．1mg／L  

エスプロカルブ   ‥0・01mg／L →0・03mg／㌔  

ビリプロキシフェン：0，2mg／L →0，3mg／L  
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3．水質基準の見直しに係る検討状況  

（1）銅（水質基準）について  

・ 平成21年度第1回水質基準逐次改正検討会（平成21年6月）におい  

て、銅合金製給水管使用者における曝露量評価について審議した。   

・ 曝露量評価の結果、銅合金製給水管使用者の飲料水からの銅の摂取量  

は0．409mg／dayと推定された。   

・ また、食品からの摂取量は「平成18年国民健康・栄養調査結果」によ  

ると1．18mg／dayである。これら摂取量から、銅摂取量の飲料水寄与  

率は約25％と考えた。   

・食品安全委員会の食品健康影響評価に基づく許容上限摂取量9mg／人  

／dayを踏まえ、銅摂取量の飲料水寄与率や1人1日飲水量（2L／人・日）  

も踏まえると、健康影響の観点からの評価値は1．16mg几となるが、  

着色の観点で設定されている現行基準値1．Omg／Lのほうが低いため、  

現行基準値を継続することが適当であると評価した。  

（2）カドミウム（水質基準）について  

・ 平成21年10月に食品安全委員会に対して、水道により供給される水  

の水質基準の設定に係る食品健康影響評価について意見を求めたとこ  

ろ、「カドミウムの耐容週間摂取量を7〃g／kg体重／週とする」と通知  

された。（食品健康影響評価の内容に変更はなく、改正基準値案も当初  

案から変更はなし）   

・ なお、検査方法については、水道水質検査法検討会において、検査法  

の改正について検討したところ、フレーム原子吸光法を除き、必要定  

量下限値まで測定可能であること等が確認された。これを受け、フレ  

ーム原子吸光法の検査法の対象項目からカドミウムを外す方向で検査  

法の改正手続きを進めているところ。  

4．薬品基準、資機材材質基準及び給水装置浸出性能基準に係る検討状況  

水質基準改正等の方向性を受け、カドミウムに係る水質基準の見直し及び  

1，1，2・トリクロロエタンの水質管理目標設定項目からの削除に伴い、水道用   

資機材及び給水装置からの対象物質の溶出に関する基準について、平成21   

年度第1回水質基準逐次改正検討会（平成21年6月）において検討がなさ   

れた。   

カドミウム及び1，1，2－トリクロロエタンに係る「水道施設の技術的基準を  
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定める省令」において定める薬品基準及び資機材材質基準並びに「給水装置  

の構造及び材質の基準に関する省令」において定める給水装置浸出性能基準  

について、当該検討会で得られた改正案は次のとおり。  

（1）カドミウムについて  

● 主な給水装置・水道用資機材における既往製品の浸出性能試験データ  

によると、測定結果にバラツキがあるものの、浸出性能は概ね基準改  

正後の浸出性能基準を満足すると考えられること等から給水装置や資  

機材の浸出性能基準を強化することとした。   

● なお、検査法については、水道水質検査法と同様、フレーム原子吸光  

法の検査法の対象項目からカドミウムを外す方向で検査法の改正手続  

きを進めているところ。  

（2）1，1，2－トリクロロエタンについて  

・ 水質管理目標設定項目から1，1，2・トリクロロエタンを削除することに  

伴い、薬品基準、資機材材質基準及び給水装置浸出性能基準から1，1，2・  

トリクロロエタンを削除することとした。  

5．パブリックコメントの実施   

以上の検討を踏まえ、水質基準等及び水質管理目標値の改正案について、   

平成21年10月17日～11月16日の間、パブリックコメントの募集を行っ   

た。   

パブリックコメントには、給水栓等末端のカドミウムの改正給水装置浸出   

性能基準に関して、製品の中には新基準値を満たせないものがあるため、新   

基準値の適用までに猶予期間が必要との意見が寄せられた。この結果につい   

て、平成21年度第2回水質基準逐次改正検討会（平成21年12月）で審議   

いただいたところ、カドミウム溶出の要因解明と対応策の検討及び新基準値   

を満たす給水栓等の供給体制を構築する為の準備期間として、新基準値の適   

用までに2年の猶予期間を設けることについて了承された。また、水質基準   

やその他の基準及び水質管理目標設定項目に関しては、原案のとおりとする   

ことが了承された。  

なお、水道用資機材及び給水装置の浸出性能基準に関する基準改正につい   

ては、「貿易の技術的障害に関する協定（TBT協定）」に基づきWTOへ通報   

を行ったが、意見は提出されなかった。  
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水質基準逐次改正検討会の審議結果を踏まえた水質基準等の改正案は次表  

のとおり。提出された意見及び回答案については、資料2－2に示す。  

表 水質基準等の改正案  

カドミウム及びその化合物   1，1，2－トリクロロ  

（カドミウムの量に関して）   エタン   

現行   0．01mg／L  
水質基準  

改正案  0．003mg／L  

薬品基準  
現行   0．001mg／L   0．0006mg／L  

改正案  0．0003mg／L   削除   

現行   0．001mg／L   0．0006mg／L  
資機材材質基準  

改正案  0．0003mg／L   削除   

水栓その  0．001mg／L   0．0006mg／L  

給水装  
他末端給  
水用具   改正案  0．0003mg／L   削除  

置浸出  

性能基 準  
0．01mg／L   0．006mg／L  

具又は給  削除   

水管   

施行  平成22年4月1日施行   

時期  ＜経過措置＞  

水栓その他末端給水用具のカドミウム及びその化合物の給水装置浸出性能基準  

に関しては、新基準値の適用までに2年の猶予期間を設ける。（平成24年4月  

1日適用）   
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銅の飲料水からの摂取に係るリスク評価について  

1．経 緯   

銅については、平成20年4月に内閣府食品安全委員会より厚労大臣宛て食  

品健康影響評価結果が通知され、許容上限摂取量が9mg／人／日とされた。これ  

を受け、同年12月の厚生科学審議会生活環境水道部会において銅の水質基準  

に関して審議がなされ、今後はまず、飲料水からの銅の摂取が多いと考えられ  

る銅製給水装置使用者を対象とした健康リスク評価を行うとともに、薬品から  

の混入、資機材からの溶出等についてデータ収集・解析を行い、基準改正の必  

要性について検討を進めるものとされた。   

これを受けて、健康リスク評価を次のとおり行い、平成21年6月の水質基  

準逐次改正検討会において、基準改正の必要性について審議し了承された。  

2．健康リスク評価  

＜銅製給水管からの銅溶出量＞   

まず、曝露量推定の条件を設定するため、メーカーによる試験結果に基づき  

滞留状態の銅製給水管からの溶出量について調べた。この際、新品／使用中の  

管（室温／90℃／ホテル温水）と各種条件について調べた。   

この結果、最も銅の溶出量が多かったのは、使用中の管を用いて室温で滞留  

させた場合の水の平均濃度0．74m竿几であったことから、銅製給水管からの銅  

溶出量としてこの値を用いることとした。   

溶出量の概要は次のとおり。  

○使用中の管を室温で滞留させた水への溶出量（試験期間：4年）   

トータルの平均濃度：0．74mざ几  

※試験条件：  

外径12．7mm、厚0．64mm、長さ2m管（容量205ml）、12時間滞留させた  

水をサンプリング  

＜曝露量推定＞   

溶出する銅の質量は水と管の接触面積及び接触時間に比例するものとし、2  

階に台所がある家屋（給水管配管は8ページ図のとおり）において、屋内給水  

「   



管のうち台所へ向かう分岐点から台所給水栓までの間の管に滞留した水のすべ  

てが飲用に供されるものと仮定すると、当該給水栓から人1人が1日に摂取す  

る銅の量は以下のように算定される  

内径20mm・管の延長が3m・1日当たりの銅の溶出量Soa   

＝（（0．74mざ几）／12hrX205mlX24hr／day）×〈（20mmX7TX3m）／（11．4mm  

X冗×2叩））   

＝0．798mg／day  

内径13mm・管の延長が2m・1日当たりの銅の溶出量Sob   

＝《0．74mg几）／12hrX205mlX24hr／day）×（（13mmX7tX2m）／（11．4mm  

X冗×2m））   

＝け．346mg／day  

合計   

＝Soa＋Sob   

＝1．144mど／dav  

これを平均世帯人数2．8人で分け合うとすると、1人1日当たりの銅の摂  

取量iwは、  

iw＝1．144mg／day÷2．8人   

＝0．409mど／人／dav  

なお、食品からの摂取量が1．18mg／人／dav（「平成18年国民健康・栄養調  

査結果」より）であることから、1人1日当たりの銅の総摂取量itは、  

it＝1．18＋0．409＝1．59mg／人／day  

となり、この値は銅摂取の推奨量：0．75mg／人／dayを超え、許容上限摂取  

量：9mg／人／day以下に収まる。  

＜飲料水寄与率＞  

1人1日当たりの銅わ総摂取量と水からの銅摂取量から、水からの曝露配分  

（アロケーション）は約25％。  

寄与率＝（水からの銅摂取量）／（食品からの銅摂取量＋水からの銅摂取量）  

＝ 0．409／it＝0．409／1．59＝25．7％  ≒ 25％  
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＜評価値＞  

食安委の評価結果9mg／人／dayを配分すると、健康影響の観点からの水質の評  

価値ズは以下のとおり。（この際、1日当たり水摂取量を2Lとする。）   

ガ＝鮎曲ズ2反7妙÷2乙  

二＝エ∫肋菰  

着色の観点で設定されている現行基準値1．Omg几のほうが低いため、現行基準  

値を継続する  ことが適当と考えられる。  

（配管図）  

【銅管使用延長の試算】  

※2F台所に最も短い延長で給水管を配管するケースを想定。  
※延長は、「給水装置工事技術指針」（給水工事技術振興財団）P．315 給水装置工事図面（例）を参照。  
※2F立ち上げ菅～台所まで銅管を使用するものとする。  
※立ち上げ菅は内径20mm、それ以降は内径13mmとする。  

（平面図）＜1F＞   

‾●‾■ 

す  
○  

＜2F＞  

（立面園）  

【凡例】   

銅管内径13mm   

＋  銅管内径20mm   

－・・・一  他種管内径20mm  

－－－－＜】給水栓類   

× 止水栓   

（鋼管延長）   

内径13mm 2．Om   
内径20m汀13．Om   
※給水栓部分は延長に計上しないものとする。  



「水質基準に関する省令」等 及び 水質管理目標設定項目の一部改正案  

に関するパブリックコメントの結果とその対応について   

水質基準等については、平成15年の厚生科学審議会答申において、最新の科  

学的知見に従い、逐次改正方式により見直しを行うこととされ、厚生労働省で  

は水質基準逐次改正検討会を設置し所要の検討を進めているところである。   

平成20年12月開催の厚生科学審議会生活環境水道部会たおいて、カドミウ  

ム及びその化合物等について、水質基準等の見直しの方向性が了承されたこと  

を受け、今般、内閣府食品安全委員会における最新の食品健康影響評価に基づ  

き、「水質基準に関する省令」の一部改正及び水質基準を補完する項目として定  

める水質管理目標設定項目の見直しを行うとともに、これに伴い、「水道施設の  

技術的基準を定める省令」（平成12年厚生省令第15号）及び「給水装置の構造  

及び材質の基準に関する省令」（平成9年厚生省令第14号）の一部を改正する  

こととし、次表の2件について、平成21年10月17日～11月16日の間、パブ  

リックコメントの募集を行った。  

タイトル   概要   

1   「水質基準に関する省  ・ 食品安全委員会答申を踏まえ、「水質基準  

令」、「水道施設の技術的   に関する省令」を一部改正し、「カドミウ  

基準を定める省令」及び   ム及びその化合物」について、水質基準を  

「給水装置の構造及び   改正（現行基準値0．01mg／L）→0．003mg／L  

材質の基準に関する省  ・ 水質基準の改正及び水質管理目標設定項  

令」の一部改正案に関す   目の見直しに伴い、「水道施設の技術的基  

る意見の募集について   準を定める省令」及び「給水装置の構造及  

び材質の基準に関する省令」の一部を改正  

し、「カドミウム及びその化合物」及び  

「1，1，2－トリクロロエタン」に関して、薬  

品基準、資機材材質基準及び給水装置構造  

材質基準を改正  

・ 平成22年4月1日より施行。   

2  水質管理目標設定項目  ・ 食品安全委員会答申を踏まえ、水質管理目  

め一部改正案に関する   標設定項目から「1，1，2－トリクロロエタン」  

意見の募集について   を削除（現行目標値0．006mg／L）。  

・ 食品安全委員会答申を踏まえ、水質管理目  

標設定項目の農薬類の対象農薬リスト中  

6項目について、目標値を改正。  

● 平成22年4月1日より施行。  



＜意見募集の結果について＞   

2件のパブリックコメントに寄せられた意見概要と回答案は次のとおり。回  

答案に関しては、平成21年12月の水質基準逐次改正委員会において了承さ  

れたもの。   

1．「水質基準に関する省令」、「水道施設の技術的基準を定める省令」及び「給  

水装置の構造及び材質の基準に関する省令」の一部改正案に関する意見募集の  

結果について   

「水質基準に関する省令」等の一部改正案については、18件（すべて、「カ  

ドミウム及びその化合物」（以下「カドミウム」という。）に係る「給水装置  

の構造及び材質の基準に関する省令」の一部改正に関するもの）の意見が寄せ  

られた。  

表1．水質基準に関する省令等の一部改正案：意見概要と回答案  

番号   意見概要   件数   回答案   

＜カドミウムに係る水栓その他末端の給水用具の浸出液に係る基準の改正について＞   

口  改定基準の適用までに猶予期間が必要。  

ムに係る浸出性能基準に関しては、カドミ  

（理由）  ウム浸出の要因解明と対応策の検討及び  
●現在販売している給水栓には、新基  

改定基準値（0．0003mg／L）を満たす給水栓  
準値を満たせない製品がある。  

・カドミウム浸出の原因は、給水栓の  
の供給体制を構築するための準備期間と  

部品に用いられる銅合金材料中の  
して、改定基準の適用までに2年間の猶予  

カドミウム含有率のばらつきによ   を設けることとします。  

ると考えられるが、要因解明と改定  カドミウムに係る水道水の水質基準を  

基準値を満たす製品の供給体制構  遵守することによって健康への影響は生  

築のため、猶予期間が必要。  じないものの、給水装置由来のカドミウム  

浸出濃度をより低く抑えることによって、  

健康への影響が生じる可能性をさらに低  

滅することから、給水栓メーカーにおい  

て、猶予期間が終了する迄に改定基準値を  

遵守するための適切な取り組みが行われ  

ることが必要であると考えます。   

2  改定基準の適用までに1年の猶予期間  15件  意見1への回答で示したとおり、水栓そ  

が必要。  の他末端の給水用具のカドミウムに係る  

浸出性能基準に関しては、カドミウム浸出  

（理由）  
の要因解明と対応策の検討及び改定基準  

●販売している製品について、浸出性  

能の基準適合性の検証が必要（現在  
値を満たす給水栓の供給体制を構築する   

‾1【‾J■丁■■■’ユー   



は、測定データが存在しない）。  ための準備期間として、改定基準の適用ま  

・基準不適合品から適合品への切り  でに2年間の猶予を設けることとします。  

替えを行った場合、それまでに出荷  なお、猶予期間の設置は、流通在庫の販  
した流通在庫が販売できなくなり、  

路の確保等の観点から行われるものでは  
販売業者にとって負担となるとと  

もに、需要を満たすだけの製品を供  
ありません。猶予期間が終了する迄に改定  

給できなくなり、市場に混乱を招く  
基準値を遵守するための適切な取り組み  

懸念がある。  が行われることが必要であると考えます。   

3  当分の間、現行基準維持を希望。  1件  意見1への回答で示したとおり、水栓そ  

の他末端の給水用具のカドミウムに係る  

（理由）  浸出性能基準に関しては、カドミウム浸出  
給水栓の原料として使用される銅合金  

の要因解明と対応策の検討及び改定基準  
にはリサイクル品が使用されており、従  

来の基準で合金されたものが市中に出  
値を満たす給水栓の供給体制を構築する  

回っている。よって、材料メーカーとし  
ための準備期間として、改定基準の適用ま  

ては、改定基準値に適合させるため、伸  でに2年間の猶予を設けることとします。   

鋼業界や鋳物業界からカドミウム含有  

率の低い原料供給の要請があっても、炉  

前保証原料としての供給は不可能であ  

り、需要がなくなれば、業界の死活問題  

となる。  

4  改定基準の適用までに周知期間が必要。  

の他末端の給水用具のカドミウムに係る  

（理由）  浸出性能基準に関しては、カドミウム浸出  
改定基準値に適合させるための材料は  

の要因解明と対応策の検討及び改定基準  
特殊な材料であり、含有量保証や製造時  

間の問題から、供給面で混乱の起きる可  
値を満たす給水栓の供給体制を構築する  

能性があるため、十分な周知期間が必  
ための準備期問として、改定基準の適用ま  

要。   でに2年間の猶予を設けることとします。   

＜カドミウムに係る末端以外の給水用具の浸出液に係る基準の改正について＞   

5  改定基準の適用までに1年の猶予期間  2件  厚生労働省において、主な給水装置の既  

が必要。  往製品の浸出性能試験データを取りまと  

（理由は意見2と同じ）  めたところ、改定基準値案以下を満足する  

ことが確認されているため（平成21年度  

第1回水質基準逐次改正検討会資料参  

照）、末端以外の給水用具に関しては、改  

定基準の適用までに猶予期間は設けませ  

ん。  



2．水質管理目標設定項目の一部改正案に関する意見の募集について   

水質管理目標設定項目の一部改正案については、1件の意見が寄せられた。  

表2．水質管理目標設定項目の一部改正案：意見概要と回答案  

意見概要   回答案   

イソプロチオラン、メフエナセット、ブロモブ  今回の評価値の見直しは、内閣府食品安全委員会   

チド及びエスプロカルブの目標値の改定は賛成  における最新の食品健康影響評価に基づき、水道   

できない。  からの摂取量を考慮の上、行うものであり、水道  

水の安全管理の評価値として妥当な値であると  

（理由）  考えます。   

他の研究論文に基づく毒性評価値、環境省の公  

共用水域等における指針値、水産動植物の被害  

防止に係る農薬登録保留基準等よりも高く設定  

されているため。  

【その他ご意見】  

その他、次の御意見が寄せられました。   これらのご意見は今回の意見募集の直接の対象   

・ 目標値の設定されている対象農薬を見直す  ではありませんが、今後の施策の参考とさせてい   

べき。  ただきます。  

・現行の総農薬方式をあらため、EUと同様、  

総農薬で0．5ppb＝0．0005mg／L、単一農薬で  

0．1ppb＝0．0001mg／Lという基準にすべき。  



（参考1）カドミウムの水道水からの検出状況  

改定基準値に基づいた水道水からのカドミウムの検出状況は次表のとおり。  

H17～19年に0．002mg／Lが合計3箇所で検出されているが、改定基準値  

（0．003mg／L）を超過する検出事例はない。  

カドミウムの改定評価値に基づく過去3年間の検出状況  

（検出地点数／測定地点数）  

H17   H18   H19   

0．003mg／L超   0／4，998  0／5，427  0／5，423   

0．002超～0．003mg／L以下   0／4，998  0／5，427  0／5，423   

0．001超～0．002mg／L以下   1／4，998  0／5，427  2／5，423   

（参考2）参照条文  

○食品安全基本法（平成15年5月23日法律第48号）  

第24条 関係各大臣は、次に掲げる場合には、委員会の意見を聴かなければ   

ならない。ただし、委員会が第11条第1項第1号に該当すると認める場合   

又は関係各大臣が同項第3号に該当すると認める場合は、この限りでない。  

（一～六号省略）  

七 水道法（昭和32年法律第177号）第4条第2項（同条第1項第1号か  

ら第3号までの規定に係る部分に限る。）の厚生労働省令を制定し、又は改   

廃しようとするとき。  

（八～十四号省略）  

（2・3項省略）  

○水道法（昭和32年6月15日法律第177号）  

第4条 水道により供給される水は、次の各号に掲げる要件を備えるもので  

なければならない。  

一 病原生物に汚染され、又は病原生物ら手汚染されたことを疑わせるような  

生物若しくは物質を含むものでないこと。  

ニ シアン、水銀その他の有毒物質を含まないこと。  

三 銅、鉄、弗素、フェノールその他の物質をその許容量をこえて含まない   

こと。  

四 異常な酸性又はアルカリ性を呈しないこと。  

五 異常な臭味がないこと。ただし、消毒による臭味を除く。  

六 外観は、ほとんど無色透明であること。   

2 前項各号の基準に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。  
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○水道施設の技術的基準を定める省令（平成12年2月23日 厚生省令第1  

5号）  

（一般事項）  

第1条 水道施設は、次に掲げる要件を備えるものでなければならない。  

（一～十五号 略）  

十六 浄水又は浄水処理過程における水に注入される薬品等により水に付加  

される物質は、別表第一の上欄に掲げる事項につき、同表の下欄に掲げる  

基準に適合すること。  

十七 資材又は設備（以下「資機材等」という。）の材質は、次の要件を備える   

こと。  

（イ・ロ 略）   

ハ 浄水又は浄水処理過程における水に接する資機材等（ポンプ、消火栓その  

他の水と接触する面積が著しく小さいものを除く。）の材質は、厚生労働  

大臣が定める資機材等の材質に関する試験により供試品について浸出さ  

せたとき、その浸出液は、別表第二の上欄に掲げる事項につき、同表の下  

欄に掲げる基準に適合すること。  

○給水装置の構造及び材質の基準に関する省令（平成9年3月19日 厚生省  

令第14号）  

（浸出等に関する基準）  

第2条 飲用に供する水を供給する給水装置は、厚生労働大臣が定める浸出に  

関する試験（以下「浸出性能試験」という。）により供試品（浸出性能試験に  

供される器具、その部品、又はその材料（金属以外のものに限る。）をいう。）  

について浸出させたとき、その浸出幸夜は、別表第一の上欄に掲げる事項に  

つき、水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具にあっては同  

表の中欄に掲げる基準に適合し、それ以外の給水装置にあっては同表の下   

欄に掲げる基準に適合しなければならない。  

（2～4項 略）   



今後の水質基準等の見直しについて  

1．趣旨  

水質基準については、平成15年の厚生科学審議会答申において、最新の科学的  

知見に従い、逐次改正方式により見直しを行うこととされ、厚生労働省では水道水  

質基準逐次改正検討会を設置し所要の検討を進めているところ。   

同検討会において、第7回厚生科学審議会生活環境水道部会（平成20年12月  

16 日）以降、内閣府食品安全委員会の新たな健康影響評価等の知見等に基づき基  

準等改正に関する検討が進められ、見直しの方向性が整理された。  

2．今後の水質基準等の見直し  

第7回厚生科学審議会生活環境水道部会（平成20年12月16日）以降の水質基  

準逐次改正検討会における、水質基準等の見直しに係る審議概要は以下のとおり。   

平成15年の審議会答申（H15答申）に基づく現行基準値及びその評価内容につ  

いて、食品安全委員会等の新たな評価結果と比較・検討の上、対応方針（案）を次  

表のとおりまとめていただいた。なお、次表において、網掛けの部分は、食品安全  

委員会等において、H15答申と異なる評価結果が得られた物質を表している。  

2－1．新たに食品安全委員会の食品健康影響評価の得られた項目  

（1）農薬類以外  

項  
物質名   現行基準（H15答申）   

目  
食安委の評価内容   対応方針（案）   

水  ジクロロメ  ラットの 2 年間飲水投与試験  H15答申と同じ。   H15答申と同一の評価   

質  タン   （Serotaら．1986）における肝腰痛  であり、現行評価値を   

基  の増加から評価。  維持。   

準  TDI二6LJg／kg／日  

項  （UF：1000）  

目  

評価値：馳  

（寄与率は10％）  
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項  現行基準（州5答申）   食安委の評価内容   対応方針（案）   

目   

水  ベンゼン  くく発がん性〉〉   くく非発がん性〉〉   発がん性に関し、H15   

質  疫学調査結果に基づく白血病の  ラット及びマウスを用いた慢性経  答申と同一の評価で   

基  10‾5過剰発がんリスク摂取量に基づ  口投与試験での白血球及びリン  あり、現行評価値を維   

準  く評価値（0．01mg／L）（H4答申及び  パ球数の減少（NTP，1986、Huff  持。   

項  WHOガイドライン第2版）及び経口  ら，1989及びUSEPA．2002）から、   

目  投与によるラットとマウスの経口投  TDI：18LJg／kg／日  

与試験（NTP．1986）による線形マル  （UF：1000）  

チステージモデルを用いた灯5過剰  評価値：p馳  

発がんリスク摂取量に基づく評価値  

（0．01～0．08mg／L）から設定。  

評価値二蜘塾生   くく発がん性〉〉  

評価値はH15答申と同じ。（根拠  

論文：NTP，1986）  

臭素酸   くく発がん性〉〉   くく非発がん性〉〉   発がん性に関し、H15  

ラットの100週間飲水投与試験にお  ラットの臭素酸カリウム100週間  答申と同一の評価で  

ける精巣の中皮腫発生率の増加  飲水投与試験における腎の尿路  あり、また、水道水の  

（DeAngelo．1998）に基づいて、線形  上皮過形成（WHOガイドライン第  消毒剤として広く用い  

マルチステージモデルを用いた10‾5  3版backgrounddocument．根拠  られる次亜塩素酸ナ  

過剰発がんリスク摂取量を0．357日  論文：DeAngelo，1998））から、   トリウムに不純物とし  

g／kg体重／日と算出。寄与率20％と  TDI：11tJg／kg／日   て含まれることやオゾ  

し、評価値0．009mg／Lが求められ  （UF：100）   ン処理による生成が  

た。   評価値：9。鱒疲1   認められることから、  

しかしながら、BATの考え方を取り  現行評価値を維持。  

入れるとともに、0．009mg／Lは概ね  

丸めると0．01mg／Lと考えられること   

から、以下のとおり設定。   評価値：0．009mg／L  

評価値：地   ※根拠論文、発がんURはH15  

答申と同じ。   
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答申と同一の評価で  

ける、前胃の扁平細胞がん、血管肉  あり、現行評価値を維  

過剰発がんリスクから評価。  ぴヘモグロビン・ヘマトクリット値   

評価値：0．004mg／L  減少（Dani  

TDI：37  

評価値：  
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H15年答申と異なる評価となった項目についての考え方は、以下のとおりである。   

① テトラクロロエチレン（水質基準項目）   

・毒性評価と新評価値（案）：食品安全委員会の評価結果に基づき、寄与率10％と   

して評価値を0．04mg／Lに緩和することが考えられる（現行評価値は0．01mg／L）。  

しかしながら、本物質は、平成15年の水質基準見直しの際、WHOガイドラ   

イン第2版（当時の最新版）の示した評価値は0．04mg／Lであったものの、安全   

性の観点から平成4年設定の評価値を維持し0．01mg／Lとされた経緯がある。   

また、本物質は代表的な庵下水汚染（ストック汚染）の原因物質として知られ   

る難分解性物質であり、浄水処理工程において除去することが比較的困難であ   

ることから、水質基準達成のため、使用を取りやめている水源は少なくない。   

そのため、本物質に係る水質基準値の緩和によって、使用中止している水源の   

使用を再開する場合、水道水中のテトラクロロエチレン濃度が検出若しくは上   

昇する可能性が高い。  

このように、テトラクロロエチレンは、地下水源を利用する際の代表的な汚   

染物質であり、現状非悪化の観点から、本物質に係る水質基準については、従   

前からの評価値0．01mg／Lを維持することが適当と考えられる。   

・また、テトラクロロエチレンの検出状況については、上述のとおり地下水を中   

心に原水汚染がみられ、また、浄水についても10％値を超える検出が毎年20   

件前後見られることから、引き続き水質基準項目として維持することが適当で   

．ト・・二，、  

表．テトラクロロエチレンの過去4年分の検出状況  

検出地点数／測定値点数   H16   H17   H18   H19   

原水：評価値100％（0．01mg／L）超過   1／5223   6／5239   6／5270   6／5，312   

浄水：評価値10％（0．001mg／L）超過   15／5418   27／5203  23／5415  17／5，400   

②トリクロロエチレン（水質基準項目）   

・食品安全委員会は、WHOガイドライン第3版第1次追補と同様に寄与率50％   

とし、評価値18．3〃g／Lを参考値として示している。 （H15年答申の評価値は   

0．03mg／L（30〃g／L））。   

・従前は化学物質の摂取量における飲料水の寄与率を10％と見積もってきたが、   

本物質はテトラクロロエチレンと同様に代表的な地下水汚染物質であり、汚染  
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地下水を原水としている地域等において、特異的に高濃度で水道水中に含まれ  

る場合があり、高濃度で水道水から摂取する集団がある 

また、従来からの寄与率の設定から算定される評価値を満足するために重大な  

設備投資等を伴う対策を要することから、当該高曝露集団を想定した健康リス  

ク評価及び曝露割合の見積もりを行って評価値を設定することが適当であると  

考えられる。   

トリクロロエチレンの曝露状況を考慮して寄与率を再検討した結果、水道水寄  

与率（入浴時の吸入・経皮曝露分を含む。）を70％とし、評価値を0．01血g／Lに  

強化することが考えられる（別紙）。   

なお、トリクロロエチレンの最近の検出状況（H19年度）は下表の通りであり、  

近年の浄水における実測最大濃度は、呈皇且組  

姐∴である。  

表．トリクロロエチレンの検出状況（H19年度）  

0．03mg／Lに対する度数分布表（上       段：％ 下段：mg／U   

浄水／原水 の別  水源種別  測定  10％以下  10％超過  20％超過  30％超過  40％超過  50ヽ超過  60％超過  70射温過  80％超過  90％超過  100！i超過    地点数   20％以下  30≠以下  40，i以下  50％以下  60，i以下  70％以下  80％以下  90！i以下  100％以下  
■－0．003  ■〉0．006  ～0．009  一－0．012  ～0．015  ・－0．018  ～0．021  ・｝0．D24  －0．027  ～0．030  0．031～   

全体   5314  5271   15   8   3   4   4   3   0   0   5  

表流水   1026  102＄   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

原水  304   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

下水   3193                           3158   10   7   3   3   4   2   0   0   5  

その他   791   783   5   0   0   0   0   0   0   

全体   5400  5385   6   7   2   0   0   0   0   0   0   0  

表流水  946   0   0   0   0   0   0  946  0   0   0   0  

浄水                              ダム湖沼  272   272   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  

地下水   29g5  2981   6   6   2   0   8   0   0   0   

0   

0   0  

その他   118了  1186  0   0   D   0   0   0   0   0   

今後は、基準強化の方向で、薬品からの混入、資機材等からの溶出についてデ  

ータ収集・解析を進めるとともに、食品安全基本法の規定に基づき食品安全委員  

会の意見を求める。  

③トルエン（水質管理目標設定項目）   

・毒性評価と新評価値（案）：食品安全委員会の評価結果に基づき、寄与率10％   

として評価値を0．4mg几に緩和することが考えられる（H15年答申の評価値は   

0．2mかL）。ただし、不確実係数が3，000（＞1000）であることから、評価値は暫   

定値とする。   

・トルエンは、H15年の水質基準見直しの際、当時評価値（0．6mg／Uの10％を超  

W‾  「町   



える値はほとんど検出されていなかったものの、評価値が1／3になったことを  

踏まえ、水質管理目標設定項目に留め置いて経過を観察することとされた。   

新たな評価値に照らした検出状況は、H16年に10％値超過事例が1件あるとと  

もに、H17、18、19年には10％値は超えないものの検出事例があったことから、  

評価値を0．4mg／Lに緩和したうえで、引き続き水質管理上注意喚起していくこ  

とが適当と考えられる。   

なお、当該物質は化管法に基づくPRTRにおいて届出排出量・届出外排出量と  

もに1位であるが、大気への排出が殆どであり公共用水域への排出は1％に満  

たず、近年において、その排出は減少傾向にある。（下図参照）  

ヒ山  ．．Xこ  

H13  H14  H15  日16  H17  H18  H19  

図．トルエンの公共用水域への排出量の推移  
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（2）農薬類   

○第1候補群（水質管理目標設定項目）  

食安妻の評価内容※  

○第2候補群（検査法がないが、国内推定出荷量が50†以上あることから測定すれば検出されるおそれがあるもの）  

※いずれも、食品安全委員会答申に基づき寄与率10％として評価値を算出。   

H15年答申と異なる結果となった項目についての考えは、以下のとおりである。   

毒性評価と新評価値（案）：上表、「対応方針」のとおり。   

第1群物質について：新評価値案に照らした検出状況（平成16年度～18年  

度）は、いずれの物質についても評価値の10％値を超えることはなく、水質基  

準項目への格上げは必要ないものと考える。  
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2－2．NDMA（N一ニトロソジメチルアミン）（要検討項目）  

①検討経緯   

NDMA（N－ニトロソジメチルアミン）は、浄水処理又は下水処理での塩素処理  

によって生成することが報告されている物質であり、国際がん研究機関（IARC）  

ではグループ2A（ヒトに対しておそらく発がん性がある。）に分類されている。   

国内では、平成19年に国立保健医療科学院が全由で行った原水・浄水中NDMA  

の調査において、原水では、夏季に検出下限値未満（ND）～2．6ng／1、冬季にND  

～4．3ng几、浄水では、夏季にND～1．6ng／1、冬季にND～10ng／1が検出された。本  

調査では、浄水中のNDMA濃度は全体的に原水中の濃度より低かったが、最高濃  

度を示した浄水ではオゾン処理を導入しており、その影響が考えられた。   
このことから、NDMAについては、前回厚生科学審議会生活環境水道部会の了  

承を経て、要検討項目に平成21年4月から位置づけ、水質基準逐次改正検討会に  

おいて、WHOやEPAの毒性評価内容等を踏まえ評価値の検討を進めてきた。  

②毒性評価概要及び評価値案   

NDMAは、マウス等の動物実験結果において、肝障害や死亡率の増加が認めら  

れ、肝臓、肺、牌臓、心筋などのうっ血や消化管の出血が報告されている。また、  

限定された情報だが発がん性が認められている。遺伝毒性試験では、様々な臓器に  

おいて遺伝子傷害性が報告されている。   

WHO及びEPAの評価において、ラットを用いた飲水投与発がん性試験  

（Brantom（1983）；Petetal．，（1984）；Petoetal．（1991a，b））の結果を用いてユニ  

ットリスク算出を行っている。 EPAは、1993年時点で、全投与群のデータからユ  

ニット リスクを算定し10‾5過剰発がんリスクに相当する飲料水中濃度として0．007  

Jlg／L（7ng／L）を算出している。WHOの飲料水ガイドラインは、マルチステージ  

モデルによる解析を行い、良好なフィッティングを得ることができた低用量群のみ  

を対象としてベンチマークドース法によりユニットリスク（2．77（mg／kg／day）－1）を  

算定し、10‾5過剰発がんリスクの95％信頼限界上限リスクに相当する値としてガイ  

ドライン値を0．1〃g几と設定している。  
両者の手法の違いには、使用したモデルの違いが挙げられるが、これは全投与群の  

結果をモデル化に用いたか、低用量域の用量反応性だけに着目したかの違いと関連  

している。近年の評価手法はベンチマーク反応付近（10％誘発率）における低用量  

域のフィッティングを重視しており、低用量外挿に適したモデルの選択という観点  

からも、WHO飲料水ガイドラインの評価手法がより適切と考えた。   

この場合、我が国の評価値の算定法に従って、体重50kgのヒトが一日2Lの飲  

料水を摂取することを前提として、我が国の水道水中のNDMAに関する評価値は  

0．1（≒0．093）〃g／Lと算定した。  
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この数字をNDMAの評価値とし、引き続き要検討項目として、存在状況調査等  

について知見の集積を図ることとする。その上で、水質管理目標設定項目への格上  

げを検討することとしたい。  
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匝函  

トリクロロエチレンの評価値について   

トリクロロエチレンについては、一般に水道水中の濃度は低いが、汚染された地  

下水を水源としている場合等、特異的に高濃度に存在する場合があるため、そのよ  

うな場合を想定したリスク評価を行う必要がある。また、我が国のライフスタイル  

として、入浴の頻度がきわめて高いことから、水道水からの蒸発に関して追加曝露  

を考慮すべきとしたWHOの指摘を踏まえ、入浴時における吸入及び経皮曝露を考  

慮すべきと考えられる。   

多媒体・多経路からの曝露量の合算方法については、飲料水の評価値が過小に算  

定されるよう単純合計によるものとする。また、入浴時における吸入及び経皮曝露  
量については、WHOの指摘を踏まえて1日当たり水3L相当分と見積もることと  

した。   

曝露評価に当たっては、我が国における各媒体濃度データを活用すべきであるた  

め、産総研化学物質リスク管理研究センター詳細リスク評価書に示された各数値を  

用いることを基本とした。ただし、原水汚染がある場合の飲料水濃度については、  

全国の浄水濃度の最高値に近い10pg／Lと仮定した。   

以上を踏まえて曝露評価を行った結果は、下表のとおり総曝露量は71．2pg／ヒト／  

日となり、水由来の寄与分は、経口飲用分と入浴時の吸入・経皮曝露分合計で70％  

と算定される。食品安全委員会のTDI：1．46pg／kg／日（7311g／ヒト／目）より、体重  

50kg、水由来曝露5L相当分／日と仮定して評価値：10Ⅵg几と算定される。なお、  

このとき、総曝露量はTDIの97．5％（＝71．2／73）に達する。  

表 トリクロロエチレンに係る曝露評価  

媒体   濃度   媒体摂取量   TCE曝露量   

室内空気（平均）  1．Opg／m3   

J20m3   †チ20pg   室外空気（平均）  1．Op．g／m3   

水道水（最大）  2L（飲用）  

3L相当分（入浴時）  

食品（最大）   0．8pg／kg－Wet食品  1．45kg   1．2pg   

合計  71．2pg   

11   



（参考）WHO飲料水水質ガイドライン（第3版第1次追補）   

WHO飲料水水質ガイドライン（第3版第1次追補）においては、各媒体から曝  

露について、以下のように見積もっている。  

室内空気（平均）1．4pg／m3  

室外空気（平均）0．28pg／m3   

飲料水  1pg／L（汚染なし）又は10pg／L（汚染あり）   

食品（最大）   0．01pg／kg体重／day（子供）、0．04pg／kg体重／day（成人）   

これらを踏まえ、飲料水寄与率を汚染なしの場合は＜15％、汚染ありの場合ば’up  

to65％”と見積もっており、ガイドライン値の算出に当たっては、医薬品や末端商  

品中のトリクロロエチレンの使用が中止され、それらによる曝露が減少したため、  

飲料水の寄与率を50％としている。  

12  
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水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類の見直しについて   

水道水については、水道法第4条に基づき水質基準が厚生労働省令で規定さ  

れており、水道により供給される水は水質基準を満たさなければならないこと  

とされている。このほか、毒性評価値が暫定的であったり検出レベルは高くな  

いものの水道水質管理上注意喚起すべきものについては、健康局長通知に基づ  

き、水質管理目標設定項目として水質検査や目標値の遵守を指導しているとこ  

ろである。   

現在の水質基準項目及び水質管理目標設定項目は、平成15年4月の厚生科学  

審議会答申「水質基準の見直し等について（答申）」に基づいて設定されたもの  

であり、浄水中の検出状況から物質毎のリスクレベルの評価結果等を踏まえ、  

水質基準項目と水質管理目標設定項目に分類され七いる。   

今般、平成15年4月答申以後に収集された浄水中の検出状況に関する情報を  

踏まえ、水質基準項目と水質管理目標設定項目の分類に関する考え方について  

以下のとおり明確化する作業を行い、逐次水質基準改正検討会において了承い  

ただいた。本部会において審議の上、了承いただければ、この考え方にしたが  

って、 浄水等からの検出状況から水質基準項目等の分類の見直し作業を行うこ  

ととしたい。  

1．定期見直しの進め方   

化学物質はその使用状況等に応じて水道水から検出される濃度・頻度が変化  

していくものであり、水質検査結果に基づき、その時点で比較的高濃度かつ高  

頻度で検出される物質を水質基準項目とするよう、計画的に見直しを行うべき  

である。   

定期見直しの具体的な方法については、以下のとおりとする。  

（D 定期見直しの対象物質  

すべての水質基準項目及び水質管理目標設定項目を、水質検査結果に基   

づく定期見直しの対象とするのではなく、以下の考え方に基づいて基準項   

目等に据え置くべき項目以外の項目を選定する。   

まず、次のとおり水質基準項目等へ据え置くべき項目を整理した。   



＜基準項目等に据え置くべき対象物質の考え方＞  

（1）水質基準項目  

事業者において、当該項目の濃度の低い水   

源を求めたり、浄水処理工程（設備）を設   

けて分解・除去等を行ったりする必要があ   

ると考えられる項目（基準項目から外すこ   

おそれがあるため）  



（2）水質管理目標設定項目  

1茄  王く†l  ： 

評価値が暫定の項目   ウラン  

ニッケル等 5項目   

水道水質基準を補完する項目   pH  

アルミニウム  

残留塩素等 9項目   

より望ましい水の目標値である項目（水質  遊離炭酸   

基準と特 腐食性（ランゲリア指数）   

検出状沈よりは指標性の観点から議論すべ  従属栄養細菌   

き項目  

また、以下に示す項目については、基準項目等に据え置くべきか専門家の議  

論も踏まえて確認すべきものである。  

＜基準項目に据え置くべきか確認すべき物質の考え方＞  

く存在し、水質基準項目から除外した場  

合、生成量の低減管理が行われなくなるお  

れる  



この結果、現時点において、検出状況より基準項目及び管理目標設定項目の  

分類の見直しの検討対象とする項目（案）の数は以下のとおり。  

水質基準項目14項目  

水質管理目標設定項目11項目（農薬類1項目を含む）  

② 定期見直しの検討に使用する水質検査結果  

検査年度による水質検査結果のばらつき等を考慮すると、直近の単年度   

のみではなく、中長期的な検査結果に基づいて分類見直しの検討を行うべ   

きと考えられる。具体的には水質検査結果の保存義務年限である過去5年   

分の検査結果に基づいて計画的に見直すこととする。  

2．定期見直しにおける水質基準等の分類の考え方   

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の分類の考え方は、基本的には平成  

15年答申のものを踏襲するべきであるが、複数年度における検出状況の判断や、  

検出率の取扱いについて運用の明確化を行う必要がある。   



＜参考＞ 過去の審議会答申における水質基準等の分類の考え方  

水質基準項目   水質管理目標設定項目  

／監視項目   

平成15年答申  ・浄水において、評価値の1／10を  ・場合によっては、浄水において評  

超えて検出され、又は検出される   価値の1／10を超えて検出される  

おそれの高い項目（特異値による   可能性のある項目  

ものを除く。評価値が暫定である  ・水質基準項目の分類要件に該当  

ものを除く。）   するもののうち、評価値が暫定で  

・水道法第4条の例示項目   あるもの   

平成4年答申   ・最大値が評価値の50％を超えて  ・最大値が評価値の数％以上（特異  

いること（特異値と考えられる場   値と考えられる場合は除く）  

合は除く）   ・かつ、評価値の1％を超えるもの  

・かつ、評価値の10％を超えるもの  の検出率が数％以上   

の検出率が数％  

※農薬については、平成15年答申において、①水質基準項目の分類要件に該当する農薬につい  

ては個別に水質基準を設定し、②それら以外については総農薬方式により水質管理目標設定項目  

に位置づけることとされているところ。   

過去の答申の内容を参考にすると、例えば、以下の分類要件に従って水質基  

準項目等の分類を行うことが考えられる。今後、複数年度の検出状況や検出率  

を踏まえ、水質基準項目等の分類を精査していくこととしたい。  

分類要件1：最近3ケ年継続で評価値の10％超過地点が1地点以上存在  

分類要件2：最近3ケ年継続で評価値の50％超過地点が1地点以上存在  

又は最近5ケ年の問に評価値超過地点が1地点以上存在  

分類要件1 YES  分類要件1 NO  

分類要件2 YES  分類要件2 NO   

見直し時点で水質  水質基準項目   水質基準項目   水質管理目標設定   

基準項目  項目   

／／ 水質管理目   水質基準項目   水質管理目標設定  水質管理目標設定   

標設定項目  項目   項目  



ただし、個々の項目の水質基準項目及び水質管理目標設定項目への分類につ  

ヽ いては、当該項目の浄水における検出状況に加え、環境汚染状況の推移や生成  

メカニズム、浄水処理における除去性等を総合的に評価して判断すべきであり、  

分類要件のみによってあてi革めるべきものではない。   

また、水質管理目標設定項目のうち目標値を超過するおそれが高い等直ちに  

対策を要することが生じた場合は、随時基準項目への格上げを検討すべきと考  

えられる。  

ー‾岬 
丁▲「軒二   



：資料5；  

水道行政の最近の動向について  

水道施設整備費   

簡易水道  28，349   21，188  △ 7，160  74．7   

上 水 道  67，418   52，435  △14，984  77．8   

調 査 費   38   37  △  1   96．9  



「老朽菅更新事業」の補助率見直し  
・1／4→1／3，1／3→1／2  
（タクタイル鋳鉄管を除く）  

●資本単価設定の見直し  
・水道70円／d以上→90円／ポ以上  
・用供50円／d以上→70円／ポ以上   

●「水道水源開発施設整備費」の補助率   
見直し  
・1／2→1／3   

●補助メニューの廃止  
・一般広域化施設整備費  
・高度浄水施設等整備費（水道90円／ポ  
未満、用供70円／ポ未満の資本単価  
の事業者が行う事業（クリフトスポリ  
ジウム等の病原性原虫による汚染対  
策を除く））  

●「老朽管更新事業」の補助対象施設の   
追加   
・タクタイル鋳鉄管（布設後30年経過）   

●「水道広域化促進事業費」の創設   
・小規模水道事業の施設整備に併せ、  
統合の受け皿となる事業者へも支援   

●「生活基盤近代化事業」の補助対象施   
設の追加   
・基幹的な水道橋造物の耐震補強事業   
・緊急遮断弁、非常用電源設備  

など   
※平成22年度新規採択事業力＼ら適用  
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更新  
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など  
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地方分権改革推進計画（平成21年12月15日閣議決定）  

（認可制度の見直しについて）  

①地方公共団体による事業認可（水道法第6条、第26   

条）に係る申請事務の簡素化を図る。  

②地方公共団体が事業の変更を行う場合における厚生   

労働大臣の認可を要しない軽微な変更（水道法第10   

条、第30条）の範囲を大幅に拡大する。  

＊ 他の勧告事項について引き続き検討  

T l君   



災害対策の推進  

＜平成20年岩手・宮城内陸地震＞  

地震発生：平成20年6月14日   
地震規模：M7．2   

断水戸数：約5，560戸   

断水日数：最大60日  

山間部にある簡易水道等に多数の被  

害が発生。道路が寸断された全戸避  

難地区において施設復旧までに長期  

間を要した。  

水源の湧水や地下水が濁り等を生じ  

たり枯渇したため、簡易ろ過装置の設  

置、近隣水道との連絡管の布設等の  
対策が講じられた。  

17  

●応急給水拠点の確保、復旧の迅速化、被害発生抑制のた   
め、基幹的水道施設の耐震化が重要。   

●速やかな応急給水の実施、復旧に期間を要する場合には   
被災者の不安軽減のためにも復旧目標を明らかにするこ   
とが重要。  

●基幹病院等及び透析医療機関に対して、送配水する管路   
の耐震化を促進、また、断水発生時に速やかに対応が図   
られるよう関係機関とも連携し応急給水体制等の充実を   
図る。  
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●清澄な地下水等を水源としている場  
が
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生じ、解消に期間を要すること  
態 
と  

●震災対応で設置される緊急遮断弁については、施設の状況   
に応じてその作動条件を検討すること。  

9   



平成20年4月8日健水発040800之号厚生労働省健康局水道課長通知   

（1）現に設置されている水道施設の耐震化  

・速やかに耐震診断等を行い耐震性能を把握し、早期に耐震化計画   
を策定した上で、計画的な耐震化の推進が望ましい。  

・重要度、緊急度の高い対策から順次計画的な耐震化が望ましい。   

〔参考となる図書〕   

・「水道の耐震化計画等策定指針」   

・「管路の耐震化に関する検討会報告書」   

・「水道施設耐震工法指針・解説2009」（日本水道協会）   

（2）水道の利用者に対する情報の提供  

・水道施設の耐震化のため、必要な投資に対する水道の利用者の理解が   
不可欠である。  

10  
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● 都道府県別の耐震適合性のある管の割合を比較すると、4．5％から   

61．5％までとばらつきが大きく、対応状況に差が見られた。水道事業   

別ではよりばらつきが大きく、類似の水道事業の状況を確認して、よ   

り積極的な対応が必要である。  

● 耐震適合性のある管の布設工事延長は全国で平成20年度には年間   

1，136キロであり、19年度に比べて200キロ以上増加している。20年度   

からスタートした「水道施設・管路耐震性改善運動」による一定の成   

果が現れていると見られる。  

● 既存の管路について、適切な機能診断、耐震性能評価を行い、良い   

地盤にあるダクタイル鋳鉄管（K型継手）等についても耐震適合性の   

有無を早期に判断するべきである。  

11   



／水安全計画策定ガイドラインの通知（H20．5）  

我が国でも水安全計画の策定を推奨することとし、策定のためのガイド  

ラインをとりまとめ、水道事業体等に通知   

→水道システムに関する危害評価を実施し、  

画の策定又はこれに準じた危害管理の徹底を妻 

（H23年度頃までを目途に）  

／水安全計画ケーススタディの送付（H20．9）  

■代表的な浄水処理工程を対象とした計画事例  

t急速ろ過、緩速ろ過、塩素消毒のみ2パターン  

／水安全計画作成支援ツールの送付（H20．12）  

計画アウトラインの構築及び危害原因事象の抽出等を  

容易かつ効率的に行うための支援ツール   

http二／／WWW■mhIw．go．jp／top（CS／bukyoku／kenkou／suido／suishitsu／07．html  

「飲料水健康危機管理実施要領」（平成9年、最終改正：平成14年）  

口対象…水道水、小規模水道（水道法非適用）の水又は飲用井戸の水を原因   
とする国民の生命、健康を脅かす事態。  

口情報の収集…飲料水に係る健康危機情報（水道原水の水質異常、水道施設   
等において生じた事故、水道水を原因とする食中毒等）を入手した場合のさら   
なる情報収集のポイント、情報共有、情報伝達等を規定。  

厚生労働省宛様式を通知文において規定※  

※厚生労働省ウェブサイトに掲載。URLは以下のとおり。  

恒tp：〟“ハ〃W・mhlw・坤  

に基づく消費者庁への通知について  

□‡重大事故等、被害拡大のおそれのある消費者事故等：消費者庁へ通知義務  

□情報伝達経路：都道府県等担当部局⇒厚生労働省う消費者庁を基本とする。  

※管下の水道における重大事故等が発生した場合は、従前遣り水道課へ速  
やかに連絡のこと。（平成21年9月別個付け事務連絡「消費者庁関連法の施行に伴う水道  
事故等に関する情報提供の徹底について」参照）  

24  
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・鉛に関する水道水質基準  

・0．01mg／L以下に強化（H15．4．1より）  

・水道ビジョン   

・鉛製給水管の総延長をできるだけ早期にゼロにする  

「鉛製給水管の適切な対策について」（H19．12課長通知）  

①使用者（所有者）を特定し、個別に広報活動を実施  

②布設替計画の策定   

特に公道部（配水管分岐部～水道メーター）の布設替え促進  

③布設替えが完了するまでの水質基準の確保   

鉛の溶出対策や鉛濃度の把握  

「給水装置工事の適切な施エとトラブルの防止のために」（H21．6）  

ン一  ホ  
日的は  

○需要者への情報提供  
う 指定工事店リスト、修繕など対応できる内容、対応時間等、  

詳細な情報提供が効果的。  

0悪質商法への対応   
うリーフレット等を用いた分かりやすい情報提供が効果的。  

被害が起きた際には、消費者行政の担当部署との連携も重要。  

○無届工事への対応   
う 指定工事事業者に対する講習・研修を通じて、届出の必要性を周知徹底。  

無届工事発生後の対応手順についても明確化。  

・給水装置における誤接合の防止   

う 埋設管の誤認に注意。残留塩素の量を確認するなど適切な措置を徹底。  

13   



地域水道ビジョン策定状況の推移  

（上水道事業及び水道用水供給事業における合計プラン数）  
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l  

平成17年12月平成1g年6月 平成19年4月 平成20年5月 平成21年4月 平成22年1月  

※厚生労働省において内容を確認できた年月による  

14   



厚生労働省の取り組み  
手引き書等   

■広域的水道整備計画及び水道整備基本構想について（平成20年7月）  

◆都道府県版水道ビジョンの策定を推奨  

■水道広域化検討の手引き（平成20年8月）  

◆水道広域化の具体的な検討方法、検討事例、導入手順、フォローアップ等  

■事業統合検討のための手引き書（検討中）  

◆事業統合の効果の第三者への説明手法等について  

■水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き（平成21年7月）  

◆各事業者によるアセットマネジメントの実践  

国庫補助制度  

■事業統合を行う場合の老朽管更新事業、重要給水施設配水管、石綿セメント管   
更新事業の補助基準緩和（平成21年度～）  

t水道広域化促進事業費の創設（平成22年度予算案）  

15   
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参考資料1  

厚生労働省設置法  

（平成十一年七月十六日（法律第九十七号））   

（厚生科学審議会）   

第八条 厚生科学審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。   

一  厚生労働大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。   

イ 疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術に関す  

る重要事項  

口 公衆衛生に関する重要事項  

二 前号ロに掲げる重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述  

べるこ と。  

三 厚生労働大臣又は文部科学大臣の諮問に応じて保健師、助産師、看護師、准  

看護師、理学療法士、作業療法士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう  

師又は柔道整復師の学校又は養成所若しくは養成施設の指定又は認定に関す  

る重要事項を調査審議すること。   

四 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第  

百十四号）、検疫法（昭和二十六年法律第二百一号）及び生活衛生関係営業の  

運営の適正化及び振興に関する法律の規定によりその権限に属させられた事  

項を処理すること。   

2 前項に定めるもののほか、厚生科学審議会の組織、所掌事務及び委員その他の   

職員その他厚生科学審議会に関し必要な事項については、政令で定める。   



．二丁‾芯   
．笥  



厚生科学審議 

（平成十二年六月七日 政令第二百八十三号）   

内閣は、厚生労働省設置法（平成十一年法律第九十七号）第八条第二項の規定に基づき、こ  

の政令を制定する。  

（組織）  

第一条 厚生科学審議会（以下「審議会」という。）は、委員三十人以内で組織する。  

2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことが   

できる。  

3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができ   

る。  

（委員等の任命）  

第二条 委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。   

2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任   

命する。  

（委員の任期等）  

第三条 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす   

る。  

2 委員は、再任されることができる。  

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、   

解任されるものとする。  

4 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任   

されるものとする。  

5 委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。  

（会長）  

第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。  

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。  

（分科会）  

第五条 審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審   

議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。  

名  称   所 掌 事 務   

感染症分科会   一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する重要  

事項を調査審議すること。  

二 検疫法（昭和二十六年法律第二百一号）及び感染症中予防及  

び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成十年法律第百  

十四号）の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理  

すること。   

生活衛生適正化分科会  一 生清衡生関係営業に関する重要事項を調査審議すること。  



二 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律  

（昭和三十二年法律第百六十四号）の規定により審議会の権限に  

属させられた事項を処理すること。  

2 前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、厚生労働大   

臣が指名する。  

3 分科会に分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。  

4 分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。  

5 分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員又は臨時委員のうちから分科会   

長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。  

6 審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることが   

できる。  

（部会）  

第六条 審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。  

2 部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長（分科会に置かれる部会にあっては、   

分科会長）が指名する。  

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。  

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。  

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があ   

らかじめ指名する者が、その職務を代理する。  

6 審議会（分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。）は、そ   

の定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。  

（議事）  

第七条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を   

開き、議決することができない。  

2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で   

決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。  

3 前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。  

（資料の提出等の要求）  

第八条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関   

の長に対し、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。  

（庶務）  

第九条 審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。   

ただし、感染症分科会に係るものについては厚生労働省健康局結核感染症課において、生   

活衛生適正化分科会に係るものについては厚生労働省健康局生活衛生課において処理する。  

（雑則）  

第十条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、   

会長が審議会に諮って定める。   

附 則  

この政令は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日（平成十三   

年一月六日）から施行する。   



厚生科学審議会運営規程  

（平成十三年一月一九日 厚生科学審議会決定）   

厚生科学審議会令（平成十二年政令第二百八十三号）第十条の規定に基づき、この規程を  

制定する。  

（会議）  

第一条 厚生科学審議会（以下「審議会」という。）は、会長が招集する。  

2 会長は、審議会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委員   

並びに議事に関係のある臨時委員及び専門委員に通知するものとする。  

3 会長は、議長として審議会の議事を整理する。  

（審議会の部会の設置）  

第二条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に諮って部会（分科会に置かれる部   

会を除く。以下本条から第四条までにおいて同じ。）を設置することができる。  

2 会長は、必要があると認めるときは、二以上の部会を合同して調査審議させることが   

できる。  

（諮問の付議）  

第三条 会長は、厚生労働大臣の諮問を受けたときは、当該諮問を分科会又は部会に付議   

することができる。  

（分科会及び部会の議決）  

第四条 分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審議会の議決とすることができる。  

（会議の公開）  

第五条 審議会の会議は公開とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支   

障を及ぼすおそれがある場合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不   

当に侵害されるおそれがある場合には、会長は、会議を非公開とすることができる。  

2 会長は、会議における秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置をと   

ることができる。  

（議事録）  

第六条 審議会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。   

一  会議の日時及び場所   

二 出席した委員、臨時委員及び専門委員の氏名   

三 議事となった事項  

2 議事録は、公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合又   

は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場   

合には、会長は、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。   



3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、会長は、非公開と   

した部分について議事要旨を作成し、これを公開するものとする。  

（分科会の部会の設置等）  

第七条 分科会長は、必要があると認めるときは、分科会に諮って部会を設置することが   

できる。  

2 分科会長は、第三条の規定による付議を受けたときは、当該付議事項を前項の部会に   

付議することができる。  

3 第一項の部会の議決は、分科会長の同意を得て、分科会の議決とすることができる。  

4 分科会長は、必要があると認めるときは、二以上の部会を合同して調査審議させるこ   

とができる。  

（委員会の設置）  

第八条 部会長は、必要があると認めるときは、部会に諮って委員会を設置することがで   

きる。  

（準用規定）  

第九条 第一条、第五条及び第六条の規定は、分科会及び部会に準用する。この場合にお   

いて、第一条、第五条及び第六条中「会長」とあるのは、分科会にあっては「分科会長」、   

部会にあっては「部会長」と、第一条中「委員」とあるのは、分科会にあっては「当該   

分科会に属する委員」、部会にあっては「当該部会に属する委員」と読み替えるものと   

する。  

（雑則）  

第十条 この規程に定めるもののほか、審議会、分科会又は部会の運営に必要な事項は、   

それぞれ会長、分科会長又は部会長が定める。  

1㌃   



厚生科学審議会生活環境水道部会運営細則  

（平成十四年八月一日 生活環境水道部会長決定）   

厚生科学審議会運営規程（平成十三年一月十九日厚生科学審議会決定）第十条の規定に基  

づき、この細則を制定する。  

（委員会の設置）  

第一条 厚生科学審議会生活環境水道部会（以下「部会」という。）に、その定めるとこ   

ろにより、委員会を置く。  

（委員会の構成）  

第二条 委員会は、厚生科学審議会の委員、臨時委員文は専門委員の中から部会長が指名   

する者（以下「委員会委員」という。）により構成する。  

（委員長の指名）  

第三条 委員会に委員長を置く。委員長は、委員会委員の中から、部会長が指名する。  

（会議等）  

第四条 委員会は、委員長が招集する。  

2 委員長は、委員会を招集しようとするときは、あらかじめ、期日、場所及び議題を委   

員会委員に通知しなければならない。  

3 委員長は、会務を総理し、議長として委員会の議事を整理する。  

4 委員長に事故があるときは、委員会委員のうちからあらかじめ委員長が指名した者が   

その職務を行う。  

（会議の公開）  

第五条 委員会（第七条に規定するものを除く。以下次条において同じ。）の会議は公開   

とする。ただし、公開することにより、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場   

合又は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがあ   

る場合には、委員長は、会議を非苔聞とすることができる。  

2 委員長は、会議におけ右秩序の維持のため、傍聴人の退場を命ずるなど必要な措置を   

とることができる。  

（議事録）  

第六条 委員会における議事は、次の事項を含め、議事録に記載するものとする。   

一 会議の目時及び場所   

二 出席した委員会委員の氏名   

三 議事となった事項  

2 議事録は、公開とする。ただし、個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合又   



は知的財産権その他個人若しくは団体の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場   

合には、委員長は、議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。  

3 前項の規定により議事録の全部又は一部を非公開とする場合には、委員長は、非公開   

とした部分について議事要旨を作成し、これを公開しなければならない。  

（部会の定める委員会に係る取扱い）  

第七条 部会の定める委員会の会議については、第五条第一項ただし書の趣旨を踏まえ、   

非公開とすることができる。ただし、委員長は、前条第一一項ただし書及び第三項の趣   

旨を踏まえ、議事要旨を作成し、これを公開しなければならない。  

（部会の庶務）  

第八条 部会の庶務は、厚生労働省健康局生活衛生課及び水道課において総括し、及び処   

理する。  

（雑則）  

第九条 この細則に定めるもののほか、部会又は委員会の運営に必要な事項は、部会長又   

は委員長が定める。   



参考資料2－1  

「水質基準に関する省令」、「水道施設の技術的基準を定める省令」及び「給水装置の構  

造及び材質の基準に関する省令」の一部改正案に関する意見の募集について  

平成21年10月17日  

厚生労働省健康局水道課  

水道法（昭和32年法律第177号）第4条第2項においては、水道水の水質基準に関して  

必要な事項は厚生労働省令で定める旨を規定しており、これを受けて、水質基準に関す  

る省令（平成15年厚生労働省令101号）において、水道水に関する検査事項と各基準を  

規定しています。水質基準に関しては、その時々の科学的知見の集積に基づき、逐次見  

直しを行うこととし、これまでも改正を行ってきました。   

今般、内閣府食品安全委員会における最新の食品健康影響評価に基づき、「水質基準に  

関する省令」の一部改正及び水質基準を補完する項目として定める水質管理目標設定項  

目の見直しを行うとともに、これに伴い、「水道施設の技術的基準を定める省令」（平成  

12年厚生省令第15号）及び「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」（平成9年  

厚生省令第14号）の一部を改正することを予定しています。このため、それぞれの省令  

の改正について、別添1～3のとおり案を作成しました。   

つきましては、本案に関して御意見のある場合には、下記の要領により提出してくだ  

い。皆様から頂いた御意見につきましては、最終的な決定における参考とさせていただ  

きます。   

なお、提出していただいた御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨  

御了承願います。  

記  

1．募集期間   

平成21年10月17日（土）～平成21年11月16日（月）  

（郵送の場合は同日必着）  

2．資料入手方法   

厚生労働省ホームページ（http‥／／www．mhlw．go．jp／）の「パブリックコメント」欄及   

び電子政府の総合窓口［e－gOV］（http：〟www．e－gOV．gO．jp）の「パブリックコメント」   

欄に掲載します。  

3．提出方法  

御意見には理由を付して、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。理   

由については、可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記してください。  

なお、提出していただく御意見には、必ず「水質基準に関する省令等の一部嗅重   

について」と明記してください。   



くインターネット入力フォームの場合〉  

ニ三 

〈ファクシミリの場合〉  

ファクシミリ番号：03・3503・7963  

厚生労働省健康局水道課水道水質管理室あて  

〈郵便の場合〉  

〒100・8916  

東京都千代田区霞が関1－2・2  

厚生労働省健康局水道課水道水質管理室あて・  

4．御意見等の提出上の注意  

御意見は、日本語に限らせていただきます。  

個人の場合は氏名、住所、職業、連絡先（電話番号及びⅢ番号）を、法人の場   

合は法人名、所在地、担当者の氏名、所属及び連絡先（電話番号及びm番号）を、   

それぞれ記載してください。（連絡先等は、提出意見の内容に不明な点があった場合   

等の連絡・確認のために利用します。）  

なお、寄せられた御意見は、個人を特定することのできる情報を除き、公開され  

ることにつき、あらかじめ御了解願います。  

‾ ‾‾‖1’， 

「Ⅵ   



（別添1）  

水質基準に関する省令の改正案について（概要）   

1 改正の趣旨  

○水道法（昭和32年法律第177号）第4条第2項においては、水道水の水質基   

準に関して必要な事項は厚生労働省令で定める旨を規定しており、これを受   

けて、水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令101号。以下「水質   

基準省令」という。）において、水道水に関する検査事項と各基準を規定し   

ている。この基準については、その時々の科学的知見の集積に基づき、これ   

までも逐次改正を行ってきたところ。  

○また、食品安全基本法（平成15年法律第48号）第24条第1項第7号におい   

て、水質基準省令を制定又は改廃しようとするときは、食品安全委員会の意   

見を聴かなければならないこととされている。  

○今般、厚生科学審議会生活環境水道部会（平成20年12月開催）において示   

された方向性に基づき、水質基準に関して食品安全委員会に意見を求め、そ   

の結果、食品安全委員会から回答のあった内容等を踏まえて、水質基準省令   

の内容の見直しを行う。  

2 改正案（別紙新旧対照表参照）   

水質基準省令の表中「カドミウム及びその化合物」に係る水質基準について、  

カドミウムの量に関して、現行の0．01mg／L以下から0．003mg／L以下に変更す  

る。  

3 根拠法令条項   

水道法第4条第2項  

4 施行予定日   

平成22年4月1日   
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（別添2）  

水道施設の技術的基準を定める省令の改正案について（概要）   

1 改正の趣旨  

○水道法（昭和32年法律第177号）第5条第4項においては、水道施設の技   

術的基準に関して必要な事項は厚生労働省令で定める旨規定しており、これ   

を受けて、水道施設の技術的基準を定める省令（平成12年厚生省令第15   

号）において、水道施設に必要な要件を規定している。  

○同省令においては、水道施設において浄水又は浄水処理過程における水に注   

入される薬品等により水に付加される物質の基準（以下「薬品基準」という。）   

については第1条第16号に、水道施設において浄水又は浄水処理過程にお   

ける水に接する資機材等の材質の基準（以下「資機材材質基準」という。）   

については、第1条第17号ハにそれぞれ規定している。  

○これらの基準は、水道法第4条に規定された水質基準の確保を担保するた   

め、同法第4条第2項に基づき規定された水質基準に関する省令（平成15   

年厚生労働省令第101号。以下「水質基準省令」という。）及び水質基準を   

補完する項目として定める水質管理月標設定項目等と整合を図りつつ定め   

られている。  

○今般、水質基準省令の一部の改正及び水質管理目標設定項目の見直しに伴   

い、薬品基準及び資機材材質基準の改正を行うもの。   

2 改正案（別紙新旧対照表参照）   

○ 薬品基準を以下のとおり改正する。   

・・「カドミウム及びその化合物」の基準値について、カドミウムの量に関  

して、現行の0．001mg／L以下から0．0003mg／L以下に変更する。   

・「1，1，2－トリクロロエタン」の項を削除する。   

○ 資機材材質基準を以下のとおり改正する。   

・「カドミウム及びその化合物」の基準値について、カドミウムの量に関  

して、現行の0．001mg／L以下からb．0003mg／L以下に変更する。   

・「1，1，2－トリクロロエタン」の項を削除する。   

○ ただし、施行日時点で現に設置されている資機材等については、当該水  

道施設の大規模の改造暗までは、改正後の規定の適用を猶予すること  

する。   

3 根拠法令条項  

水道法第5条第4項   

4 施行予定日  

平成22年4月1日   
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（別添3）   

給水装置の構造及び材質の基準に関する省令の改正案について（概要）   

1 改正の趣旨  

○水道法（昭和32年法律第177号）第16条においては、水道によって水の供   

給を受ける者の給水装置の構造及び材質について政令で定める旨規定して   

おり、これを受けて、水道法施行令（昭和32年政令第336号）第5条第1   

項に給水装置の構造及び材質の基準について規定し、同条第2項において、   

同条第1項各号に規定する基準を適用する際に必要な技術的細目は、厚生労   

働省令で定める旨規定している。これを受けて、給水装置の構造及び材質の   

基準に関する省令（平成9年厚生省令第14号）において、給水装置の構造   

及び材質の基準を定めている。  

○同省令第2条第1項において、給水装置の浸出等に関する基準（以下「給水   

装置浸出性能基準」という。）について規定している。この基準は、水道法   

第4条に規定された水質基準の確保を担保するため、同法第4条第2項に基   

づき規定された水質基準に関する省令（平成15年厚生労働省令第101号。   

以下「水質基準省令」という。）及び水質基準を補完する項目として定める   

水質管理目標設定項目等と整合を図りつつ定められている。  

○今般、水質基準省令の一部改正及び水質管理目標設定項目の見直しに伴い、   

給水装置浸出性能基準の改正を行うもの。   

2 改正案（別紙新旧対照表参照）   

給水装置浸出性能基準を以下のとおり改正する。  

O「カドミウム及びその化合物」の項  
・「水栓その他給水装置の末端に設置されている給水用具の浸出液に係  

る基準」について、現行の0．001mg／L以下から0．0003mg／L以下に変  

更する。  

・「給水装置の末端以外に設置されている給水用具の浸出液、又は給水  

管の浸出液に係る基準」について、現行の0．01mg／L以下から0．003mg／  

L以下に変更する。   

O「1，1，2一トリクロロエタン」の項を削除する。   

○ ただし、施行日時点で現に設置され、若しくは設置の工事が行われてい  

る給水装置又は現に建築の工事が行われている建築物に設置されるも  

のについては、その給水装置の大規模の改造時までは、改正後の規定  

の適用を猶予することとする。   

3 根拠法令条項  

水道法第16条及び水道法施行令第5条第2項   

4 施行予定日  

平成22年4月1日  

I・ぜ   
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（参考1）  

第7回厚生科学審議会生活環境水道部会における審議概要   

平成20年12月16日に開催された第7回厚生科学審議会生活環境水道部会に  

おける、カドミウム及び1，1，2一トリクロロエタンに関する審議概要は以下のとお  

り。  

1． カドミウム（水質基準項目）  

・毒性評価二内閣府食品安全委員会の「食品かちのカドミウム摂取の現状に係  

る安全性確保について」に係る食品健康影響評価結果に基づき、水道水寄与  

率を10％として、峯準値を現行の0．01mg／Lから  

適切である。  

／Lに強化することが  0．003m   

・食品安全法（平成15年法律第48号）第24条第1項第7項の規定に基づき、水   

道法第4条第2項の規定に基づく水質基準を改定することについて、食品安   

全委員会の意見を求める。  

2． 1，1，2－トリクロロエタン（水質管理目標設定項目）  

内閣府食品安全委員会の清涼飲料水に係る食品健康影響評価に基づき、水道  

水寄与率を10％として、評価値を0．01mg／Lに緩和することが適切である。  

原水・浄水ともに改定後の評価値の10％を超える事案は近年報告されておら  

ず、また、当該物質は、水質汚濁防止法の規制対象物質であり、化学物質排  

出把握管理促進法に基づくPRTRにおいても顕著な排出増加は見られないこ  

とから、水質管理目標設定項目から削除することとする。   
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（参考2）  

府 食 第 9 5 5 号  

平成21年10月15日 

厚生労働大臣  

長妻 昭 殿   

ー／｝、√3：モ  

I川ノ  

食品安全委員会 ら ーモー～  

食品億廉影響評価について（回答）  

平成21年10月9日付け厚雀労働省発廃寮1009第1号により貴省から当  

番属会に対し意見を求められた事項について、下記のとおり，回答′します。  

記   

カドミウムに▲ついては、当垂貴会において食品障康影響評価を行い、平成21  

年8月2、0日∴付け東食廉789音によりカドミウムの耐容週間摂取量を7  

甚g／kg捧亀／過とする評価額東を通知したところでありこ、そ 

な知慮の存在は砲惑できないことから、食童女全基本汝（平成15年法律第48  

音）第11条第1項欝2号の人の健康に及ぼす悪影響の内容及び程度が明らかセ  

あるときに該当すると認められる。  

頑   
■
騒
 
 



苺  
（参考3）   

府 食 第42 7号  
平成20年4月17日  

厚生労働大臣  

舛添 要一・」穀  

㌍警篭警亀苧打：二職。こユ  

食品安全委員会   

壷員長 見上  

食品健康影響評価の結果の通知について   

平成15年7月1日付け厚生労働省発食安第0701015号をもって貴省か  

ら当委員会に意見を求められた清涼飲料水に係る化学物質の食品健康影響評価（1，  

1，2－トリクロロエタン）の結果は下記のとおりですので、食品安全基本法（平成15  

年法律第48号）第23条第2項の規定に基づき通知します。   

なお、一食晶健康影響評価の詳細は別添のとお■りです。  

記  

1，1，2－トリタロロエタンの耐容一日摂取量を3．9帽／kg体重／日とする。．   



（参考4）  

カドミウムについての関連情報  

1．現行規制等  

水質基準値   0．01mg／L以下   

水質管理目標設定項目目棲値  

（平成15年10月厚生労働省  

健康局長通知）   

薬品基準：0．001mg／L以下  

資機材材質基準：0．001mg几以下  

その他基準  給水装置浸出性能基準  

末端：0．001mg瓜以下  

末端以外の給水用具又は給水管：0．01mg／L以下   

2．毒性評価結果  

‾ ▼‡   



3．水道水（原水・浄水）での検出状況（水道統計（平成19年度調査））  

原水   



（参考5）  

1，1，2－トリクロロエタンついての関連情報  

1．現行規制等  

水質基準値   なし   

水質管理目標設定項目目標値  

（平成15年10月厚生労働省  
0．006mg瓜以下   

健康局長通知）  

薬品基準： 

資機材材質基準：0．0006mg几以下  

その他基準   給水装置浸出性能基準  

末端：0．0006mg几以下  

末端以外の給水用具又は給水管：0．006mg瓜以下   

2．毒性評価結果   



／  

3．水道水（原水・浄水）での検出状況（水道統計（平成19年度調査））   



水質管理目標設定項目の一部改正案に関する意見の募集について  

平成21年10月17日  

厚生労働省健康局水道課   

水道水質管理上注意すべき項目として、平成15年10月10日健発第1010004号厚生労働  

省健康局長通知により定めている水質管理目標設定項目について、今般、内閣府食品安全  

委員会における最新の食品健康影響評価に基づき、見直しを行うことを予定しています。この  

ため、別添のとおり案を作成しました。   

っきましては、本案に関して御意見のある場合には、下記の要領により提出してくだい。皆  

様から頂いた御意見につきま■しては、最終的な決定における参考とさせていただきます。   

なお、提出していただいた御意見に対する個別に回答はいたしかねますので、その旨御了承  

願います。  

記  

1．募集期間  

平成21年10月17日（土）～平成21年11月16日（月）  

（郵送の場合は同日必着）   

2． 資料入手方法   

厚生労働省ホームページ（http：／／www．mhlw．go．jp／）の「パブリックコメント」欄及び電   

子政府の総合窓口［e・gOV］（http：／／www．e－gOVgO．jp）の「パブリックコメント」欄に掲載し  

ます。  

3．提出方法  

御意見には理由を付して、以下に掲げるいずれかの方法で提出して下さい。理由につい   

ては、可能であれば、根拠となる出典等を添付又は併記して下さい。  

なお、提出していただく御意見には、必ず働こついて」  

と明記してください。  

〈インターネット入力フォームの場合〉  

二⊥∴、上こ上⊥二・一：」 

くファクシミリの場合〉  

ファクシミリ番号：03・3503－7963   

厚生労働省健康局水道課水道水質管理室あて  

〈郵便の場合〉  

〒100－8916  

東京都千代田区霞が関1－2・2  

厚生労働省健康局水道課水道水質管理室あて   



4．御意見等の提出上の注意  

御意見は、日本語に限らせていただきます。  

個人の場合は氏名、住所、職業、連絡先（電話番号及びM番号）を、法人の場合は   

準人名、所在地、担当者の氏名、所属及び連絡先（電話番号及びFAX番号）を、それぞ   

れ記載して下さい。（連絡先等は、提出意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確  

認のために利用します。）  

なお、寄せられた御意見は、個人を特定することのできる情報を除き、公開されること  

につき、あらかじめ御了解願います。   



別添  

水質管理目標設定項目の一部改正案について  

第7回厚生科学審議会生活環境水道部会における、内閣府食品安全委員会における清涼  

飲料水に係る健康影響評価結果等を踏まえた水質管理目標設定項目についての審議結果  

に基づき、以下のとおり改正を行うものである。  

改正東  

（1）「1，1，2－トリクロロエタン」の水質管理目標設定項目からの削除。  

（2）農薬類の対象農薬リスト中の目標値の見直し   

「イソプロチオラン」に係る目標値を現行の「0．04mg／L」から「0．3mg／L」に改める。   

「ジチオピル」に係る目標値を現行の「0．008hlg／L」から「0．009mg／L」に改める。   

「メフェナセット」に係る目標値を現行の「0．009mg／L」から「0．02mg／L」に改める。   

「ブロモプチド」に係る目標値を現行の「0．04mg／L」から「0．1mg／L」に改める。   

「ェスプロカルブ」に係る目標値を現行の「0．01mg／L」から「0．03mg／L」に改める。   

「ビリプロキシフェン」に係る目標値を現行の「0．2mg／L」から「0．3mg／L」に改める。  

（参考資料）  

平成20年12月16日第7回厚生科学審議会生活環境水道部会  

資料2－2● 今後の水質基準等の見直しの方向性について  

（http：／／ww．mhlw．go．．jp／shingi／2008／12／dl／s1216－6d．pdf）（里⊇里：278KB）   

～鴫．・   



参考資料2－2  

平成21年度第2回水質基準逐次改正検討会 議事要旨  

1．日時：平成21年12月1日（火）  

2．場所：厚生労働省専用第12階会議室  

3．出席委員：浅見真理、安藤正典、遠藤卓郎、国包章一、西村哲治、広瀬明彦、眞   

柄泰基（座長）、松井佳彦（敬称略）   

参考人：日本バルブ工業会 比企氏、TOTO株式会社 河本氏  

4．議事  

（1）「水質基準に関する省令」等の一部改正等に関するパブリックコメントの結果  

とその対応について  

（2）WHO飲料水水質ガイドライン専門家会合の報告について  

（3）平成21年度要検討項目等存在実態調査計画について  

（4）その他  

5．議事概要  

（1）「水質基準に関する省令」等の一部改正等に関するパブリックコメントの結果  

とその対応について   

◎ 日本バルブ工業会に現況説明を求めたところ、一部の末端給水用具のカドミウ  

ム浸出性能調査の結果、821製品中52製品（約6％）が改定案基準値を超  

過しており、その原因は給水栓の原料である銅合金（青銅、黄銅）の原料であ  

る亜鉛の不純物であるカドミウムの溶出ではないかと報告された。   

◎本報告を踏まえ、給水用具の材料の組成、浸出性能及び改良や基準不適合物の  

排除等の可能性について議論されたが、現時点では基準不適合物の出現するメ  

カニズムが不明であり、基準不適合物を特定することは困難であるため、改定  

案基準値を超過する原因究明も含め、一定の猶予期間が必要とされた。   

◎「水質基準を手関する省令」等の改正についてのパブリックコメントヘの対応につ  

いて審議した結果、次の事務局案及びパブリックコメント意見に対する回答案  

について了承された。  

・各省令の改正は平成22年4月1日に施行。  

「給水装置の構造及び材質に関する基準」のカドミウムに係る水栓その他  

末端給水用具の浸出性能基準は、給水栓からのカドミウム溶出の原因究明  

及び対策実施のため、改正基準値の適用までに2年間の猶予期間を設ける。  

なお、本検討会における審議を踏まえ、事務局から給水資機材関係者に対して、  

浸出性能基準遵守のため亜鉛の不純物等の品質管理を行うよう呼びかけること  

が求められた。   



◎水質管理目標設定項目の改正に関しては、平成22年4月1日に適用とする事務   
局案及びパブリックコメント意見に対する回答案について了承された。  

（2）WHO飲料水水質ガイドライン専門家会合の報告について   

◎本年11月9～13日に行われたWHO飲料水水質ガイドライン第4版に関する専門   

家会合の結果を踏まえ、事務局及び会合に参加した委員から概要の報告が行わ   

れた。  

◎報告を踏まえ、我が国として検討すべき事項について議論が行われ、・以下の結論  

を得た。  

・第4版における寄与率のデフォルト値変更について認識し、第5版以降の  

動向に留意する。我が国における寄与率の考え方は、本年度第1回水質基  
準逐次改正検討会において示した今後のアロケーシ早ンの取扱いに従うこ  

ととする。一方、ハイリスク集団が存在する等、個別の検討が必要となる  

項目については、摂取量についての調査を進めるなど、情報の収集が必要。   
・シアンやホウ素については、ガイドライン値の考え方について認識する必  

要あるものの、我が国における基準値設定の考え方を踏まえれば、WHO  

ガイドライン値改定を受けて、直ちに我が国の基準を見直す必要はない。   

・アル‡ニウムや塩素酸など、JEC弘で新たな毒性評価の得られた物質につ  

いては、JECFAの評価文書の精査を行うとともに、今後のWHOにおける  

検討状況に留意する。アルミニウムに関しては、我が国における凝集剤の  

使用実態についても留意が必要。   

・微生物感染定量的リスク評価については、WHOにおいて具体的な検討や  

方向性がまだ示されていないが、WHOの動向に注視する必要がある。  

（3）平成21年度要検討項目等存在実態調査計画について  

◎平成21年度の要検討項目等の存在実態調査の実施計画について、事務局から報   

告が行われ、了承された。  

（4）その他  

◎検討会でのパブリックコメントに関する実施結果については、来年2月に開催予   

定の厚生科学審議会生活環境水道部会へ報告することとされた。  

（了）  

‾ ● ‾‾で二∴朋   




